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令和６年 11 月 22 日更新 

 

住いわて省エネルギー住宅建設推進事業費補助金 

チェックリスト（実績報告時） 

提出書類 内容 
申請者 

確認欄 

受付者 

確認欄 

いわて省エネ住宅建設推進事業費補

助金請求書【様式第１号】 

・ 日付、申請者氏名、交付決定番号、補助金請求

額等が記載されていますか。 

・ 通帳の写し（表紙、見開きページ）が添付され

ていますか。 

□ □ 

いわて省エネ住宅建設推進事業費補

助金実績報告書【様式第５号】 

・ 日付、申請者氏名、交付決定番号等が記載され

ていますか。 
□ □ 

事業実績書【別紙１】 ・ 添付資料との整合性がとれていますか。 

・ 交付決定額に変更が生じない軽微な変更があ

る場合、変更後の内容が確認できる書類が添付さ

れていますか。 

□ □ 

県産木材使用数量実績書【別紙２】 ・ 「県産木材」の証明書との整合性がとれていま

すか。 

・ 「県産木材」の証明書が添付されていますか。 

□ □ 

現場見学会等実施報告書【別紙３】 ・ 適切な内容が記載されていますか。 □ □ 

HEMS コントローラ接続・操作確認

報告書【別紙４】 

・ 以下を確認できる写真（HEMS の機器操作画

面）が添付されていますか。 

① 太陽光発電設備 

・ 発電状況 

② 蓄電池 

・ 動作状態（充放電状況）及び蓄電残量 

 ③ 空調又は給湯設備 

  ・ 操作できる状態の表示 

□ □ 

気密性能試験の結果が確認できる書類 

・ 気密測定結果報告書 ・ 「事業実績書【別紙１】」に記載の相当隙間面

積を確認できますか。 

※ 要綱第２（７）に基づき実施されたもの。 

□ □ 

要した経費を支出したことが確認できる書類 

・ 領収書の写し ・ 申請者が補助対象経費を負担したことが確認

できますか。 
□ □ 

申請者が住宅に居住することが確認できる書類 

・ 住民票の写し ・ 住所が新築する住宅の所在地と一致しますか。 □ □ 

ZEH を上回る基準となったことが確認できる書類 

・ BELS 評価書の写し ・ UA 値、基準一次エネルギー消費量からの削減

率等が確認できますか。 

・ 実績報告書との整合性はとれていますか。 

□ □ 
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提出書類 内容 
申請者 

確認欄 

受付者 

確認欄 

住宅の建設が完了したことが確認できる書類 

・ 検査済証の写し ・ 所在地等は実績報告書との整合性がとれてい

ますか。 
□ □ 

 ・ 住宅建設後のカラー写真 ・ 建築物全体（外観、内観）が確認できますか。 □ □ 

仕様を満たした太陽光発電設備を導入したことが確認できる書類 

・ 太陽電池モジュール設置後の

カラー写真 

・ 太陽電池モジュールの全枚数が確認できます

か。（全枚数が確認できない場合は、割付図を添

付してください。） 

□ □ 

・ パワーコンディショナのカラ

ー写真 

・ 外観及び型番等が確認できますか。 
□ □ 

・ 保証書又は出荷証明書の写し ・ メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きますか。 
□ □ 

・ 太陽電池モジュールの出力対

比表の写し 

※ メーカー発行の出力対比表の写し 
□ □ 

・ 電気事業者と電力受給契約を

締結した契約書の写し 

・ 実績報告書との整合性がとれていますか。（契

約者、場所等） 
□ □ 

・ PPA、ファイナンス・リース契

約書の写し（PPA やリース契約

に該当する場合） 

・ 実績報告書との整合性がとれていますか。（契

約者、場所等） 

・ 補助金額相当分がサービス料金又はリース料

金から控除されていることを確認できますか。 

・ 法定耐用年数期間の満了まで継続的に使用す

ることが確認できますか。 

□ □ 

仕様を満たした HEMS を導入したことが確認できる書類 

・ HEMS のカラー写真 ・ 外観及び型番等が確認できますか。 □ □ 

・ 保証書又は出荷証明書の写し ・ メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きますか。 
□ □ 

仕様を満たした蓄電池を導入したことが確認できる書類 

 ・ 蓄電池のカラー写真 ・ 外観及び型番等が確認できますか。 □ □ 

・ 保証書または出荷証明書の写   

 し 

・ メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きますか。 
□ □ 

・ PPA、ファイナンス・リース契

約書の写し（PPA やリース契約

に該当する場合） 

・ 実績報告書との整合性がとれていますか。（契

約者、場所等） 

・ 補助金額相当分がサービス料金又はリース料

金から控除されていることを確認できますか。 

・ 法定耐用年数期間の満了まで継続的に使用す

ることが確認できますか。 

□ □ 

 


